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国際会計基準をめぐる動向

　国際会計基準について、わが国で
は、2009年６月の金融庁の企業会
計審議会中間報告において、2010
年３月期から任意適用を認めるとと
もに、2012年をめどに強制適用(ア
ドプション)の是非を判断することと
された。その後、国内外でさまざま
な状況の変化が生じた。
　まず、すでに日本の会計基準を国
際会計基準に近づけるコンバージェ
ンス（収れん）が進んでいるが、わが
国の経営や商慣行から見て、そのま
ま受け入れが難しい基準内容も明ら
かになってきた。
　また、国際会計基準をめぐる国際
情勢を見ると、米国、中国、インド
といった主要国は、明らかに慎重な
対応に転換している。こうした海外
の情勢変化なども背景に、これまで
はわが国でも強制適用を前提に、早
ければ2015年度から強制適用とい
う見方が一般的であったことから、
企業側の不安も高まっていた。
　このような内外の状況変化から、
わが国としても、強制適用ありきで
はなく、国益や国情から望ましい方
向が何かを、あらためて議論できる
環境になってきたといえる。
　金融庁の企業会計審議会におい
ても、2011年６月末から議論が再開

され、わが国における国際会計基準
の取り扱いについて、推進・慎重の
両論から意見が交わされている。
　そこで、当会では、企業経営委員
会（委員長：和田勇・積水ハウス会
長兼ＣＥＯ）のもとに「国際会計基
準と企業経営に関する研究会」を
2011年８月に再設置し、精力的な議
論を行った結果を、今般、提言とし
て公表した。

提言の基本的考え方

　日本企業の国際的な事業活動や
資金調達が一層進むなかで、会計
基準の国際化への対応は、企業業
績の国際的な比較可能性や透明性
の確保を通じ、投資家の利便性を向
上させ、経営の評価尺度の国際的な
共通化によって企業経営のグローバ
ル化にも資するものである。
　一方、会計制度は会社あってのも
のであり、会計基準の変更が日本の
企業経営や経済成長・産業育成の
支障となってはならない。国際会計
のルール作りにおける日本の発言力
をより一層強化し、日本の会計基準
の合理的なところは反映させていく
ことが重要である。
　こうした観点から、わが国の国際
会計基準の取り扱いに関しては、企
業経営や経済成長にもたらす影響も
十分にふまえ、また、米国やアジア

新興国の対応状況も見極めながら、
国益・国情にかなう戦略的な判断を
行う必要がある。

提言のポイント

１．日本の主張を適切に反映できる

官民一体の意見発信体制の構築

　会計基準の国際的なルール作り
については、グローバル経済の中で
日本企業の国際競争力が劣後しな
いよう、国益・国情に合致したもの
にすることが必要である。このため、
ルールづくりの機関である国際会計
基準審議会に対しては、専門的な
会計技術論にとどまらず、経済・産
業政策などの観点もふまえた日本の
主張をより強力に発信していく必要
がある。
　したがって、金融庁、経済産業省、
財務省などの関係省庁、経済界、
関係機関(企業会計基準委員会、日
本公認会計士協会、証券取引所等)
が参画した官民一体の意見発信体
制として、「国際会計戦略会議(仮
称)」を設置し、日本の主張を強力
に発信していく活動を行うことが望
まれる。
２．今後のわが国における国際会計

基準の取り扱い

（１）国際会計基準は現行の任意適用

の継続と主体的コンバージェン

スを

「わが国の国際会計基準の取り扱いに関する提言」を発表
国際会計基準については、金融庁が2012年をめどにわが国において強制適用するかどうか判断する予定であ
るが、最近の内外の情勢変化から、強制適用そのものの是非も含めて、日本の国益・国情を考慮しつつ、あ
らためてわが国における国際会計基準の取り扱いを議論し直す必要がある。金融庁においても、国際的な流
れや経済界等の要望もふまえて、わが国における国際会計基準への対応に関し、総合的に検討していく姿勢
に転換している。そこで、関経連では、企業経営委員会が中心となって提言を取りまとめ、2011年11月11
日に発表した。現在、提言の実現に向けて、金融庁をはじめ関係方面に働きかけている。

クローズアップ



2012 January　経済人　09

　国際会計基準は、保有資産の毎
期時価評価や開発費の資産計上な
ど、資産・負債のストック情報の開
示を重視した考え方によっており、
これまで日本基準で重視してきた期
間損益による企業業績の的確な把握
と開示という考え方とは大きく異な
る。また、システムの大幅な変更や
時価評価のためのコストの増加など、
企業に過度の負担を強いかねない。
　また、海外主要国の最近の状況
変化を見ると、米国は、強制適用を
検討する当初の案から、時間をかけ
て(５～７年を例示)国際会計基準を
米国基準に取り込むコンドースメン
トアプローチなどの複数のアプロー
チを選択肢として検討を進めてい
る。中国やインドでは、全面的なア
ドプションでなく、コンバージェン
スの持続のなかで国益・国情をふま
えた戦略的な対応をとっている。
　一方、日本では、自国の会計基
準と国際会計基準のコンバージェン
スが進み、すでに欧州から同等性の
評価もされている。さらに、グロー
バルな事業活動や資金調達で国際
会計基準を必要とする企業には、
任意適用の道が開かれている。
　以上のことから、上場企業に国際
会計基準を直ちに強制適用する必

要はなく、現行の任意適用を継続す
るのが適当である。任意適用の継続
をはかるなかで、コンバージェンス
については、国際会計基準の内容を
見極めつつ、日本の国益・国情をふ
まえた主体的な対応をとる必要があ
る。あわせて、米国会計基準による
開示も引き続き容認すべきである。
　なお、強制適用については、将来
的に議論されるとしても、今後の海
外の動向、国内の任意適用企業の
拡大状況、会計基準の日本の主張
の反映度合い、国際会計基準審議
会の基準設定のガバナンスの改善
状況などを十分に見極める必要が
ある。仮に強制適用という結論に
至った場合でも、上場会社の中での
適用範囲については、国際的な事業
活動や資金調達等を行う上場企業
にのみ限定することを早期に明確に
するとともに、十分な準備期間と事
務負担軽減措置(過年度比較の簡便
化等)を講じてもらいたい。

（２）国際会計基準の適用は連結と単

体の分離を基本原則に

　国際会計基準の適用においては、
投資家へのディスクロージャーを主
な目的とした連結決算を対象とし、
税制・会社法等の国内制度と深く関
係する単体決算は日本基準を引き続

き適用することを基本原則とすべき
である(いわゆる連単分離の原則)。
　ただし、国際会計基準の任意適
用企業が連単同一の会計処理を望
む場合には、税制・会社法等との
調整をはかった上で、特例的に単体
決算にも適用できるオプションを認
めてよいと考える。
　なお、米国をはじめ、投資家への
ディスクロージャーのグローバルス
タンダードは連結決算であり、単体
決算は会社法によるものがあること
から、金融商品取引法に基づく単体
決算の開示は、廃止を検討すべき
である。
３．国際会計基準の導入に伴う税制・

会社法上の対応

　コンバージェンスの進展、任意適
用の継続も含めた国際会計基準の
導入において、会計基準いかんで、
課税所得や分配可能額の算定に大
きな影響を及ぼさないよう、税制・
会社法上の対応を講じることが必
要不可欠である。
　そこで、損金経理要件の見直しも
含めた税制・会社法上の対応に関し
て、官民の関係者による検討・調整
が進められ、必要に応じた関連法制
整備が行われることが望まれる。

(経済調査部 井川理)

〈国際会計基準とは〉

高品質で世界的に統一化された会計基準の設定をめざす
国際財務報告基準（International Financial Reporting Standards）

ＩＦＲＳ=国際会計基準
ＩＦＲＳは、国際財務報告基準の英語の頭文字を並べたもの。

一般的には、国際会計基準と訳される。

ＩＦＲＳの基本概念
■資産・負債アプローチ（包括利益の導入）

■公正価値会計（時価評価の徹底）

■原則主義（日本・米国基準の細則主義と異なる）

■国際的な比較可能性（投資家の利便性向上）

ＩＦＲＳ導入が経営に及ぼす懸念
■時価評価により、企業業績の変動が大きくなる。
　例：固定資産、年金債務、持ち合い株式の評価
■ビジネスモデルや商慣行の変更を余儀なくされる。
　例：売上の計上時期、リースの資産計上
■会計と税制のズレが拡大する。
　例：固定資産の減価償却、Ｒ＆Ｄ活動の一部資産化



クリエイティブ・インダストリー・
ショーケース in 関西(ＣｒＩＳ関西)

　ＣｒＩＳ関西は、クリエイティブビ
ジネスの新たな市場形成を進めるた
め、その関連イベントを一定期間に
集中開催することで、マーケットの
形成、多様な人材交流・育成、情
報発信力等を促進することを目的
に、当会が近畿経済産業局などとと
もに実施している事業である。
　2007年に６イベントからスタート
した本事業も、年々参画イベントが
増え、今年度は２府５県から27イベ
ントが参画。９月から12月の４カ月
間に各地で個性豊かなイベントが開
催された(表)。

大阪創造取引所

　2008年からＣｒＩＳ関西の中核イ

ベントとして開催している大阪創造
取引所は、ビジネスマッチングの機
会を創出する西日本最大級のコン
テンツの展示商談会である。今年
度 は、10月18日、19日の２日間、
堂島リバーフォーラムにて開催、
2,000名を超える来場者を得た。今
回も、優れたコンテンツ、デザイン、
先端技術やアイデアを有する企業・
団体が多数出展し、新たなビジネス
創出に向けた熱心な商談が行われ
た。また、前回に引き続き、出展ブー
スを対象に、創造性、市場性、海
外展開性の観点から優れたコンテン
ツを表彰する、大阪創造取引所ア
ワードを実施。４社を表彰した(Ｐ.11
参照)。
　さらに、今回は「東北復興応援企
画」として、東北コンテンツの紹介
ステージの開催や東北３県(岩手・
宮城・福島)のＰＲブースを設置した。

関西のクリエイティブ産業
の活性化に向けて

　当会では、近畿経済産業局ととも
に、関西のクリエイティブ産業の活
性化戦略を、クリエイターをはじめ
とする関係者とともに策定する研究
会「関西のクリエイティブ産業を考
える会」を2011年６月に立ち上げた。
鷲田清一・前大阪大学総長を座長に、
今年度内に関西における需要の創出
や人材育成等のアクションプランに
ついて取りまとめる。

(産業部 東憲司)

〈表 ＣｒＩＳ関西２０１１　参画イベント〉

大阪創造取引所の会場風景

クリエイティブ産業の成長をめざして！！
日本のコンテンツは「クールジャパン」として海外からも高く評価されており、その潜在力と波及効果の大
きさから、「新成長戦略」等において、わが国の主要な成長分野として位置づけられている。
関西は、東京に次ぐコンテンツ産業の市場規模を有しており、また、芸術系教育機関が多数集積するなど、
今後の成長が期待されている。当会では、コンテンツをはじめとしたクリエイティブ産業振興に向けた取り
組みを行っている。

クローズアップ

イベント名称 開催地 イベント名称 開催地
1 LIVING＆DESIGN 大阪府 15 KYOTO CMEX 2011 京都府
2 OSAKA STYLING EXPO 2011 LIVING 大阪府 16 テクニカルコミュニケーション シンポジウム 2011 京都府
3 映画×OSAKA 大阪府 17 マンガアートフェスティバル 京都府
4 Japan PopCulture Festival 2011 大阪府 18 木津川アート 2011 京都府
5 MINAMI WHEEL 2011 大阪府 19 京都国際学生映画祭 京都府
6 大阪創造取引所 2011 大阪府 20 びわ湖大津 秋の音楽祭 滋賀県
7 高槻アート博覧会 大阪府 21 ゆるキャラまつりｉｎ彦根 滋賀県
8 BACA-JA 2011 大阪府 22 なら国際映画祭 PRE FIESTA 2011 奈良県
9 学生国際ショートムービー映画祭 大阪府 23 吉野芸能祭 2011 奈良県
10 「地方の時代」映画祭 2011 大阪府 24 飛鳥アートプロジェクト 2011 奈良県
11 クリ博就職フェスタ大阪 大阪府 25 田辺・弁慶映画祭 2011 和歌山県
12 アニメーション神戸 兵庫県 26 福井映画祭 2011 福井県
13 神戸ビエンナーレ 2011 兵庫県 27 ふくいソフトウェア コンペティション 2011 表彰式 福井県
14 KOBE JAZZ STREET 兵庫県
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大阪創造取引所アワード受賞企業

■クリエイティブ・アイデア賞

　株式会社 ロッコン
　(大阪市北区)

　ロッコンは、３Ｄ立体映像コンテンツの制作を専門的に
行っている。インタラクティブ表現技術を背景とし、新しい
表現メディアを用いた情報機器やコンテンツの企画、コンサ
ルティング、ソフトウェア開発等を手掛けている。
　今回が初出展となる大阪創造取引所では「デスクトップリ
アルタイム立体映像コンテンツ」を展示。これはサンゴ礁の
海を３Ｄ立体映像で表現し、手をかざした位置から泡が出る
という、空間センサーを用いたインタラクティブな映像表現
の体験型コンテンツである。
　コンテンツ開発者の望月取締役は「会社設立５年めで、こ
のような受賞は初
めて。みんなで喜
びたい。今後も新
しい技術を使った
面白い表現を探っ
ていきたい」と抱
負を語った。

■クリエイティブ・ビジネス賞

　有限会社 田中印刷所
　(滋賀県彦根市)

　田中印刷所は、印刷業界の経営環境が厳しさを増すなか、
業態変革の一環として、コンテンツビジネスの取り組みを開
始。Ｗｅｂ３Ｄ、３Ｄパース等、３Ｄコンテンツの 企画・製
作を行っている。
　前回に引き続き出展されたバーチャルマネキンは、人型の
アクリル板に専用フィルムを貼り、背面からイベントコンパ
ニオンや司会者の映像を等身大で投影し、写し出された人
物の動画(３ＤＣＧ)が、案内するというもので、来場者から
高い注目を集めていた。
　田中社長は、2010年の大阪創造取引所への初出展を機に、
取引先の幅が非常
に広がり、印刷業
からの脱却と今後
のコンテンツビジ
ネスへの手ごたえ
を感じている、と
語っている。

■クリエイティブ・グローバル賞

　マッスル株式会社
　(大阪市淀川区)

　マッスルの玉井社長は、どうせやるなら多くの人に役立つ
仕事、自分も喜び周囲も喜ぶ、他人の幸福につながる仕事
をするために会社を設立したという。
　今回展示した一体型ＡＣサーボシステムは、シンプル・ロー
コスト・使いやすさ、を基本に開発されており、装置や機器
全体の軽量化、シンプル化とともにコストダウンも実現した。
2010年、上海万博の日本産業館で人気を博した「夢ロボ」
にも、このシステムが搭載されている。
　同社は2011年、シリコンバレーに三つめの子会社を設立。
玉井社長は「新しい会社を通じて、関西文化の発信や米国
の優 秀 なソフト
ウェア技術の輸入
を行っていきた
い」と、さらなる
グローバル化をめ
ざしている。

■審査員特別賞

　株式会社 ズームス
　(神戸市中央区)

　ズームスは「ただしく、わかりやすく、あたらしい」をキー
ワードに、サイエンスとアートを融合したコンテンツ制作を
手掛け、科学技術をテーマにした映像と情報・データの可視
化の二つの柱を軸とした「ビジュアル・ソリューション」の
提供をめざしている。
　今回出展の「バーチャル・ミュージアム」は、インタラクティ
ブ３Ｄ技術による「架空の美術館」。大画面立体映像によって、
まるで本物のミュージアムの中を歩くように作品鑑賞ができる。
　保田社長は、新しい分野をサポートする大阪創造取引所は、

「参加することで経験・知見が広がる。関西には新しいこと
をやりたい人がた
くさんいる。そう
いう人たちの活動
の場がもっと広が
れば」と今後に期
待を寄せた。

デスクトップリアルタイム立体映像コンテンツ

バーチャルマネキン

一体型ＡＣサーボシステム

バーチャル・ミュージアム

望月取締役

田中社長

玉井社長

保田社長
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